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香港をめぐる英中問の確執

（1942－45）
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　アヘン戦争の結果，1842年に「香港島」が清朝政府から英国に割譲され，

1860年には，アロー号戦争により，九龍半島先端部の「九龍」も英領化された。

さらには，1898年，諸列強間の中国分割競争のなかで，英国は香港（割譲地）の

防衛上の必要性を理由に，残りの九龍半島「新界」を99年の期限で租借した。

こうして，「香港島」及ぴ「九龍」の割譲地部分と，「新界」租借地とから成る

英領直轄植民地「香港」が形成された。

　この間中国では，広東を中心に香港英領化に不満を持つ人々による排英運動

が展開されたものの，弱体化した清朝政府のもとでは，組織的た反英運動に発

展させることはできなかった。

　しかし，1912年の辛亥革命成功の後，帝国主義列強により奪われた中国の権

利を取り戻そうとする「国権回復運動」が全国で推し進められ，また「五・四

運動」をきっかけとして，「反帝国主義・不平等条約撤廃」の気運が急速に高

まった。

　こうしたなかで，中国代表は，1919年のパリ会議と二年後のワシントン会議

において，租借地の中国への返還を要求した。その結果，ようやくいくっかの

租借地返還が実現し，英国も「威海術」の返還に同意したが，「新界」返還に

ついては，やはり香港の防衛上の必要性などを理由に，これを拒否した。中国

の「新界」返還の要求は，二つの国際会議においても実現できたかったα〕。そ

の後も，中国側の不平等条約撤廃要求との関連で，「新界」返還の要求がなさ

れたが，英国の強固な主張の前に，その要求は退けられてしまう。
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　しかし，太平洋戦争での日本軍による香港占領は，これまで一世紀にわたり

香港統治を続けて来た英国勢力をこの地域から駆逐し，香港の中国への返還と

いう中国側の希望に道を開いた。そして，日本の敗北は香港の中国への復帰の

可能性を一層大きなものにした。

　中国人の多くが，香港が中国に返る日がついにやって来たという期待を抱き

始めたω。香港の中国への復帰は，アヘン戦争以来，百余年にわたって帝国主

義列強に支配され続けた中国の「屈辱の世紀」に，終止符を打つための象徴的

意味を持っていた。

　本稿の目的は，日本軍が香港を占領した太平洋戦争の時期に，香港の地位を

めぐって，英国と中国（国民党政府）の間にいかなる確執があったのかという

点を，当時の国際関係のなかで考察することにある。そして，具体的には，三

つの主要なトピック，／1）不平等条約撤廃問題，（2）ヤルタ秘密協定，（3）香港の貝

本軍降伏受け入れの問題が扱われ，これらの問題が香港の地位をめぐる英中間

の争いにどのようた影響を及ぼしたのかが検討される。

　不平等条約撤廃交渉と香港の行方

　目中戦争から太平洋戦争が開始されるまでの英国の対中国政策は，中国の

「独立・領土保全・門戸開放」を唱えながらも，中国を犠牲にして，日本へ妥

協するという矛盾した行動から成り立っていた。

　英国は，中国における自国の権益の一部を日本に譲り渡すことで，日本との

衝突を回避しようとした〔5〕。

　香港についても，チャーチル首相は，「軍隊を象徴的な規模にまで縮少すべ

きだ」と述べ，日本を刺激しないように極力努めたω。

　こういった英国の対目宥和の姿勢は，英国がヨーロッパとアジアで同時に戦

うだけの力を欠いていたことを示しており，日本に妥協することで，中国にお

ける英国の権益を守ろうとする政策を追求したのである。

　ところが，日本が太平洋戦争に突入すると英国はようやく中国と協力して戦

う姿勢をとるようになり，中国に対し，武器・軍事物資の援助を開始したω。

しかし，援助の量は限られたものでしかなく，米国の援助に比べて，形式的な
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感じは免れたかった。

　また，香港の防衛に関しても，日本軍の攻撃を受けて初めて，　「降伏の考え

はたい㈹」ことを明らかにし，日本軍への徹底抗戦を訴えた。そして，この頃

から英軍の抵抗が本格化し，香港維持の決意を見せるのである。

　しかし，一世紀に及ぶ英国による香港の植民地統治は，日本軍による香港占

領の結果，中断させられることになる。

　はからずも，日本軍による香港占領は，香港の地位をめぐる英中間の抗争に

発展する誘因として働いた。

　一方，米国は太平洋戦争に突入するとすぐに，中国を大国として扱うことの

重要性を連合国に訴え，中国が失った領土の返還を保証するための行動を開始

した｛〒〕。ハル国務長官は，中国における米国の治外法権を破棄する以外に，中

国の自由と平等を承認する意志を示す方法はないと決心し，歴史的に中国にお

ける特殊権益を持っている英国に対し，米国と同一歩調をとるように説得し

た。その結果，英国もついに治外法権撤廃に同意させられた。

　米国にとって，中国における米国の治外法権撤廃は，門戸開放原則の履行で

あり，米国の伝統的政策の勝利であったω。

　こうした米国の対中国政策には，その理想主義的側面が反映されていると同

時に，対目無条件降伏に向けての軍事的考慮があった。ドイツを初めに打倒す

るという目的のため，対中軍事援助の量が制約された。その援助能力の欠如を

補い，中国を対日戦線にとどめておくために，中国に大国としての地位と未来

の栄光の夢を与えたのである（m．

　1942年9月10目，米英両国政府は，中国における両国0）治外法権撤廃の交渉

を行ないだい旨を中国に伝えた。米国と英国は，前年の5月と7月に、それぞ

れ治外法権の破棄に同意していたものの，交渉の時期については「戦後の平和

回復時」となっていた。それが急遽早められたことは，抗日戦の難局下にあっ

た中国人の士気と希望を，大きく高めることになった。

　租界や領事裁判権など，中国の主権をおかす不平等条約の撤廃は，中国にと

ってまさに百年来の悲願であった（11〕。

返還される租借地のなかには，99年の期限で英国が租借した「新界」が含ま
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れているはずであり，また，「新界」と，割譲された「香港島」及ぴ「九龍」

が地理的に切り離せない関係にあることから，これらの問題も租界の返還にと

もなって同時に解決されるであろうという期待が，中国側にはあった。

　1942年10月29目，中国政府は英国より中国における英国の治外法権を破棄す

る新条約草案を手渡された。その草案は，1901年の義和団事件の議定書の破

棄，上海と厘門の外国人居住地の中国管理下への復帰，天津と広東の英国租界

の中国への返還などの項目から成っていた（12二。

　しかし，「新界」租借地の問題は草案のたかから抜けており，中国側にとっ

て，受け入れられるような草案ではなかった。そして，同年12月13目に，中国

側より起草された逆草案が，重慶の英国大使セイマーに手渡された。中国側の

草案では，英国人の中国における沿岸貿易及び内河航行権の取消，通商に関す

る特別扱いの拒否とともに，「新界」の租借を取り決めた1898年の北京協約の

破棄が要求されていたα3〕。

　不平等条約撤廃交渉において，「新界」租借地の問題は，中国側にとって避

けて通れない問題であり，どうしても解決したければならない問題であった。

　英国側は，これに対し，r新界」の問題が割譲地域を含む香港全体の問題と

して提起されることを慎重に避けるとともに，「『新界』は新条約の範囲外にあ

るが，戦勝後にその将来については話し合う用意がある」との取り決めを行な

った｛14〕。そして，その後の交渉においては，「新界」問題を避けて，他の問題

に議論を集中させる交渉方法をとった。

　英国による中国案受け入れ拒否の態度に対し，中国側は，12月15目，「『新界』

の問題を治外法権撤廃交渉からはずし，後日適当な時期にその問題をとりあげ

たい」〔15〕という妥協案を自ら示すことになる。この妥協案は，「新界」の返還

を一時引ぎ延ばすことにやむなく同意したものであった。

　12月24目，セイマーは中国外交部に対し，中国の側の案を受け入れると伝え，

「新界の将来は治外法権条約の範囲外にあるが，もし中国政府が『新界の租借

期間0）再考』を希望するならば，戦勝後にこの問題は話し合われるであろう」（ユω

と述べた。英国側は，「租借期間」という表現を用いることによって，そこか

ら「新界」返還の意味合いをとり去ろうとしたのである。
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　12月27目，中国側はこの「租借期間」という表現が英国の都合のいいように

解釈されるのではないかということを恐れて，「英国が『新界』返還の意志を

明確にしない限り，条約に調印することはできない」（mと再び主張し，英国に

その態度の変更を迫った。

　しかし，英国側は翌28目，「英国にとって可能な最大限の譲歩は，『租借期間』

の『期間』を省略することのみであり，さもたければ新条約不成立も辞さず（18〕」

との強硬な態度を見せた。英国は，日本軍の香港占領によりもはや香港の支配

権を完全に喪失していたにもかかわらず，戦後も引き続き香港統治を行うこと

に何らのためらいも感じなかった。香港にとって死活的た意味を持つ「新界」

の返還に同意してまで，中国との間に不平等条約撤廃の新条約を結ぶ理由は何

もなかった。

　英国が「新界」租借地の返還を拒否し続けたため，中国政府はその要求を断

念せざるを得なかった。四日後の12月31日，中国政府は治外法権条約との関連

でr新界」の問題をとりあげることを断念し（19〕，新条約締結を優先した。中国

が一転して英国の主張に屈服した理由として，蒋介石は，「九竜問題（新界問

題）だけのために，新条約がフイになり，さらには連合国の団結にヒビがはい

ることがないよう譲歩した（20〕」と述べている。

　そして，もう一つの大きな理由は，英国との交渉が難行している間に，江兆

銘政権が日本との間で租界返還，治外法権撤廃の交渉を進めていたためと思わ

れる。1943年1月9目，日本と注兆銘政権の間に不平等条約撤廃の新条約が結

ばれたが，蒋政権としてはこれに遅れをとることを避けたかったのである。

　結局，中国と米英両国間の新条約は，1月1！目に調印された。中国政府は条

約調印と同時に，英国政府に対し正式の照会を提出し，中国が「新界」回収の

権利を保留する旨を声明した。蒋介石は，r九竜（租借地）と香港（割譲地）

とは地理的に一帯をなすもので，同時に解決せざるを得ないので，英国がこれ

を後日に期したのであろう（21〕」と国民に対して述べたが，それは無力な自分へ

の慰めの言葉でもあった。香港の中国への復帰の可能’性は，「新界」租借地の

問題を新条約のなかで解決できなかったことで，大きく遠のいてしまい，中国

の国家としての無力さをもさらけ出すことになった。
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　一方，英国は「新界」返還について何ら確約をすることたく，ひいては香港

全体の問題である「新界」租借地の問題を新条約から分離することに成功し

た。

　アトリー副首相は，新条約調印直後，議会において次のように述べている。

rすべての人六が，何年もの間戦いを続けてきた中国の人々に対し，祝福のこ

とばを送るであろう。治外法権の撤廃を決めた最近の条約が我六二国間の新た

な幸福な関係の始まりとなるであろう。（雪2）」一

　ところが一方では，議会において次のようなやりとりが行なわれている。

「ダソカソ議員：『英国と中国との最近の合意は，直轄植民地としての香港の地

位を変更せしめるものでし土うか。』スタンレー植民相1『No，Sir．』（珊〕」．

　ヤルタ秘密協定の香港の地位に及ぼした影響

　米国の「中国大国化政策」は，1943年10月のモスクワ宣言に，米・英・一ソと

並んで中国を調印国に加えたこと，同年11月のカイロ会談で，中国を正式に四

大国の一つとし，日本により奪われたすべての地域の中国への返還を約束した

ことで，頂点に達した。

　ローズヴェルト・蒋会談では，満州，台湾及び膨潤島の他に，旅順と大連も返

還されることが約束された。さらに香港間題についても話し合いが行なわれ，

ローズヴェルトは，香港の中国への返還を希望しており，すでに英国側にそう

するよう勧めたことを告げ，蒋も香港の中国への返還が実現すれば，香港を自

由港にすることに同意した（男4〕。

　しかし，カイロ会談の後，米国は，中国大国化攻策の与件である「中国を対

目作戦の重要基地にする」という考えを漸次放棄した。代わりに，太平洋島喚

作戦により日本を敗北させる戦略が確認された（捌。

　モスクワで約束されたソ連の対日参戦が，カイロ会談及ぴテヘラン会談を経

て，対独戦勝利直後の参戦という形で具体化する過程で，米国の対目戦略の変

更もこれに呼応して，着実に推し進められていった。

　そして，1945年2月に締結されたヤルタ秘密協定は，ソ連の対目参戦に対す

る代償を提示するものとな一つたが，そのための代償は中国の犠牲において支払
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われなければならなかった。

　この協定は，中国大国化政策と米英両国の中国における治外法権の放棄によ

って，米国の門戸開放政策が最高潮に達した直後の，新たなる後退であった㈱。

　ヤルタ秘密協定は，香港の地位の問題にも欠きた影響を及ぼした。1945年2

月8目の米ソ首脳会談で，ソ連は対日参戦の条件として樺太・千島に加えて南

満州鉄道の終点遠島半島の大連不凍港の使用権を要求した。ローズヴェルト

は，この港の使用権をロシアが獲得するには，二つの方法があると述べ，一つ

は中国から正式に租借する方法であり，二つは大連港を国際委員会の管理下に

自由港とする方法であるが，香港の問題とも関連するので後者の方法が望まし

いと語った。さらに大統領は，香港の主権が中国に返還されることは望ましい

が，チャーチルがこれに強く反対していると語った‘27〕。一

　ローズヴェルトは，チャーチルとの会談で，国連憲章草案のなかで提示され

た信託統治方式の議題を持ち出したが，チャーチルはどのような代理機関であ

ろうと，英国国旗下のいかたる領土も処理することは許されないとの態度を示

していたのである。

　スターリンはさらに，ソ連の満州鉄道に関する使用権の問題を提起して，も

しそれらの条件が認められないならば，ソ連の対目参戦をソ連人民に説明する

ことはできないと述べた。

　ローズヴェルトは，香港の主権を中国に返還させ，それを自由港にする考え

を持っていた。これは，旧帝国主義勢力をアジアから排除し，門戸開放尿貝1』の

実現のなかで，米国の経済浸透を図ろうとする戦後構想と密接に結びついてい

た。

　しかし，ソ連の対日参戦実現のためにはソ連の要求を呑まざるを得ず，その

結果，ローズヴェルトはこれまで推進してきた香港の中国への返還という自ら

の理想を実現するための根拠を失ってしまったのである。

　ヤルタ会談に随行したレーヒー提督は，ローズヴェルトとの会話を次のよう

に回想している。「我々がクリミア会議の準備を進めているとき，大統領は，

私に，偉大なる中国の港である香港を，中国政府の主権下に返すことができる

ことを望んでいると語った。そして話が大連を国際自由港にする問題に移った



香港をめぐる英中間の確執 j2j

とき，私はローズベルトに詰問して，r大統領，もし大連の半分をロシア人に

やることに同意すれば，香港を失うことになりますよ。』と述べた。『ビル，で

もどうしようもないんだよ。』と，大統領はその希望を断念したかのようにう

なだれて答えた。」㈱

　一方，英国は秘密協定の会議には加わらなかったにもかかわらず，チャーチ

ルはこの協定に躊賭なく署名した。チャーチルは，ローズヴェルトの矛盾に一

早く気つぎ，逆に英国が香港を守る絶好の機会であると考えたようである。ス

テッチイニアス国務長官の回想録はそのときの模様を次のように伝えている。

「私は英国政府の友人の一人から，イーデンが，チャーチルに，英国は主要な討

議に参カロしていないことと，またそれはかなり複雑な内容であることなどを理

由に，その協定に署名しないよう説得したという話を聞いた。しかしながらチ

ャーチルは，極東における英国の全的地位が危機に瀕するであろうと明言し，

英国が極東に止まるために，署名するのだと言っていたという話であった（蜘〕。」

　1942年に，チャーチルはロンドン市長官邸での演説で，大英帝国の崩壊を見

る最初の首相にはならないと述べているように，香港維持0）決意も相当固かっ

た。

　また，国連の安全保障理事会の投薬権の問題に関して，チャーチルは「もし

中国が香港返還の問題を持ち出した場合，中国と英国はその論争を解決する方

法に関し，投票から除外される。しかし，結局，拒否権の行使により，英国の

利益に反するいかなる決定に対しても，英国は保護される。」（30〕と述べ，香港

返還要求に絶対に応じない姿勢をとった。

　ヤルタ秘密協定は，米・英・ソ0）三大国間のパワー・ゲームの結果，中国が

その犠牲になることによって，成立していったということがでぎるが，香港の

問題もこのヤルタ秘密協定に拘束される形で処理されていったのである。

　ところで，ヤルタ合意は中国には秘密にされたが，蒋介石はヤルタで何か中

国を犠牲にした取り決めが結ばれるのではないかとの懸念を持っていた。「密約

が成立したらしい」という情報が顧維鉤駐英大使や博乗常駐ソ大使などから，

蒋介石のもとへ伝えられた。顧維鉤駐英大使は，レーヒー提督に，「ロシアが

旅順と大連の二港の租借を求めているといううわさを聞いた。中国はソ連によ
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るこれらの二つの港の占領に危機感を抱いている。」｛31〕と，述べている。さら

に詳細な情報は，1945年3月15目に，魏道明駐米大使から届けられたというこ

とである㈹〕。

　そして，蒋介石は米国の中国駐在大使ハーレーに対して，秘密協定について

問い質したが，ハーレー大使にもそのことは知らされてはいなかった。

　ハーレー大使は蒋介石の意を受けてワシントンに戻り，秘密協定についての

情報を得ようとした。国務省で情報を得られなかったため直接大統領に会い，

その協定のことを尋ねたが，大統領は中国の領土保全を犠牲にするような合意

がなされたことを否定した。しかし，ハーレーは大統領に何度も会い，ついに

3月になって，ようやく，ヤルタ会談の記録を見ることを許され，「日本に関

する合意」という秘密文書の写しを見つけた㈹。ローズヴェルトは，ハーレー

にその写しを突きつけられ，大西洋憲章の原貝1」とその秘密協定の矛盾を指摘さ

れた。その結果，大統領はハーレーに特別命令を与え，ヤルタ秘密協定の修正

工作が開始された。

　1945年4月5日，ハーレーはチャーチル首相に会い，英国に大西洋憲章の原

則の順守を説いた。チャーチルはr米国の対中国政策は幻想である。」と述べ，

これに対しハーレーは，　「もし英国が大西洋憲章の原則を順守せず，引き続き

香港の統治を行なうならば，当然ソ連も中国北部に関して同様の要求を行なう

であろう。舳」と述べ，香港の中国への返還を追った。しかし，チャーチルは，

「第・一に，英国は自国の植民地に関しては大西洋憲章に拘束されたいし，第二

に，香港を大英帝国から切り離すことは死を賭しても許すことはできない。英

国は何も求めない代わりに，何も渡さない。」と答えている㈹。

　結局，「英国は，蒋介石及び国民政府の指導の下に中国軍を統一するとの米

国の政策を支持する」というこれまでの英国の立場を，再確認したに過ぎたか

った。

　そして，ハーレーが，ロンドンからモスクワヘ交渉に向かう途中で，ローズ

ヴェルト大統領が急死し，ヤルタ協定修正工作はその後ろ立てを失い，ほとん

ど成果をあけずに終わった。

　ハーレーは，新大統領トルーマンに対しても香港の中国への返還実現に努力
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するよう求めた。ハーレーは，英国の帝国主義的思考に蒋介石同様反感を持っ

ており，その対中国政策の目的を次のように要約している。「1．米国の中国統

一政策を中国への内政干渉として非難すること，2．中国を分裂状態にしておく

こと，3．米中両軍と米国の武器貸与を自らの植民地の征圧のために使用するこ

と（36〕」

　ハーレーはトルーマンに対して，ローズヴェルト大統領が，3月8目に，彼

とウェデマイヤーに，3月24目には彼一人に，英国が香港を中国に返還するよ

う主張するつもりであると語ったことを告げた。そして，もしチャーチルがこ

の要求を拒否するようであれば，その頭越しに国王と議会に訴えるっもりであ

ると語ったとも述べた。

　またハーレーは，英国の反対に対しては，「武器貸与」を外交交渉のてこと

し，r武器貸与」による供給物資の使用分，未使用分ともすべて返還するよう

要求すべきだと，トルーマン大統領に進言した㈹。

　トルーマンの返答は，「英国の香港統治再開の希望に関して，大統領は中国

政府がこの港をその主権のもとに置くことを望んでいることを十分承知してい

るが，この問題については，英申両国政府間で調整が行なわれるべぎであると

考える（38）。」という形で，ハーレーに伝えられた。

　英中両国政府間の調整に任せるということは，香港間題についてのこれまで

の英中間交渉からみて，事態が進展する可能性はほとんどたいことを意味して

おり，事実上の対英融和政策に他だらたかった。

　こういったトルーマンの考慮のなかに，対目戦早期勝利に向けて，同盟国英

国を窮地に追いやることは自国にとっても不利であり，またヨーロッパの戦後

処理の問題で，英国の協力を必要としたという事情があったことは考えられる。

　しかし，この対英融和の政策は，基本的には，ローズヴニルト白らが決めた

rヤルタ合意のなかでの香港間題の処理」の方針を継承するものであった。

　ハーレー大使は，英国に香港の中国への返還を強く迫ることで，ヤルタ秘密

協定の修正工作を行なおうとしたが，結局失敗に終わった。一方，トルーマン

大統領は，ヤルタ合意を米国の基本政策とすることで，香港間題に正面から取

り組むことを拒否したのである。・
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　香港における日本軍降伏をめぐる英中間の抗争

　1945年8月14日，日本は「ポツダム宣言」を受諾し，無条件降伏した。この

日本の降伏は，香港をめぐる英中間の対立を再び引き起こした。今度は，香港

の主権をめぐる争いというより，英中両国のどちらが香港における日本軍の降

伏を受け入れるかという点での争いであった。

　不平等条約撤廃交渉のなかで，香港の問題を解決できなかった蒋介石が，最

後の手段として，r戦争が終わるのを待って，軍事力を用いて日本軍の手中か

ら九竜（新界）を取り戻すだけのことだ。」（39）と述べているように，英中双方

とも自らの軍隊で香港を再占領することが，ひいては香港の自国への回復に絶

対的に有利な条件になると考えていた。

　日本の降伏を前に，英国は香港の再占領のために，香港へ送ることのできる

軍隊を一刻も早く組織することが急務となった。香港に最も近い所にいたの

は，南西太平洋上の英国太平洋艦隊で，ハーコート少将指揮下に香港へ向かう

ことが決定された。‘40〕

　しかし，英国の太平洋艦隊の香港到着には一定の時間がかかると考えられ，

英国軍の到着以前に，中国国民政府軍が香港に入る危険があった。そこで，英

国は香港の再占領を公式に宣言することにしたのである。

　8月14目，日本の「ポツダム宣言」受諾の目に，重慶の英国大使セイマーは，

香港再占領のための英国海軍派遣の計画が作成中であることを，中国政府に伝

えるようにとの訓令を受けた。

　これに対し中国は8月16日，重慶のスポークスマン声明で，中国政府が香港

の日本軍の降伏を受け入れることを宣言した。

　8月11目のトルーマン大統領からの蒋介石へのメッセージのたかで，マッカ

ーサー将軍が北緯16度線以北のr中国戦区」の日本軍は中国当局へ投降するよ

う命令することが約束されていた。そこで，蒋介石はトルーマンに対し，この

ような約束にもかかわらず，英国が香港再占領のための行動を起こしているこ

との不満を訴えたω〕。

　すなわち，北緯16度線以北の範囲内に位置する香港は，r中国戦区」内にあ

り，中国当局に日本軍投降受け入れの権利があると主張したのである。
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　そして，英国に対しては，「中国は香港に対し何ら領土的野心を持つもので

はなく，香港は外交交渉を通じて最終的に解決されるべき問題である。」ω）と

の姿勢を示した。

　蒋介石は，日本軍降伏の受け入れに関する中国の権限のみを主張したにもか

かわらず，中国軍が香港を占領することにより，既成事実を作り，最終的には

中国の香港返還要求への米国の支持をとりつけようと考えたようである。

　しかし，英国側は蒋介石の意図を見抜いており，香港は英国の主権下にあ

り，ハーコート少将が香港の日本軍の投降を受け入れることは当然であるとの

立場をくずさなかった。

　英国の新首相アトリーは，トルーマンヘメッセージを送り，香港の日本軍降

伏に関して次のように要求した。「日本軍司令官が香港を中国内にあると判断

するかも知れないので，連合軍司令官マッカーサーから，大本営に対し，英国

海軍の到着を待って降伏するようにとの命令を出して欲しい。」（43〕

　このように，英国の立場は，中国による香港占領は絶対に許さないというも

のであり，そのためのより確実な保証をトルーマンに対して求めたのである。

　トルーマン大統領も，ローズヴェルト大統領が，r戦後，中国人が香港返還

の交渉を行なおうとする場合，中国における租界や治外法権の廃止という米国

の政策上から，その交渉を妨げてはならない。」とほのめかしていたのを知っ

ていた（ω。しかし，英国の執拗な要求の前に，結局，英国の「既得権益」を認

めてしまう。

　8月18日に，トルーマン大統領はアトリー首相に対し，「香港の将来の地位

に関しての米国の見解ではない」と断わってはいるものの，「香港の日本軍降

伏受け入れを英軍司令官の下に行なう」ことに同意したのである（45〕。マッカー

サー将軍にそのための調整を行なうよう指示し，パーソズ国務長官には，中国

へその措置についての弁明を行なわせた、

　蒋介石は，このような米国の措置の受け入れに不満を示し，トルーマン大統

領に私信の形で抗議した。英国大使が，英軍による日本軍受け入れを米国が認

めたと伝えて来たことに触れ，その真偽を間い質した。そして，もし大統領が

そのようた確約をしていた場合を想定して，「香港の日本軍は私の代表の下に
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降伏し，受降式では米英の代表が招待されるという形をとるべきだ」と述べ，

r降伏調印後，英国人は『香港島』再占領のための軍隊の上陸を，私によって

正式に認可されるべきだ」との提案を行なった（捌。

　トルーマン大統領は，8月22目の蒋介石宛の電報で，r英国の香港における

主権に疑問はない。投降の儀式をめぐってトラブルが起これば，とり返しのつ

かない悪い影響があろう。」と述べて，中国に香港での降伏受け入れを断念す

るよう求めた。

　米国の協力が得られない以上，中国が香港の日本軍降伏を受け入れるとの主

張を押し通すことは無理であった。しかし，蒋介石はその妥協案に関しては，

譲歩することができないとして，8月23日に再ぴトルーマン大統領ヘメッセー

ジを送った。蒋介石は，中国戦区の最高司令官として，香港の日本軍投降を受

ける権限を英軍司令官に移譲するという点を譲れないことを，大統領に伝え

た（47〕。

　同じ日に，中米軍司令官ウェデマイヤー将軍は，r戦争勃発以来，香港は中

国戦区内にあるとみなされて来た」と述べ，それゆえに中国人が降伏を受け入

れるのは当然だという考えを示し（48），蒋介石の主張を支持した。

　トルーマン大統領も，蒋の譲歩は理にかたっており，問題を解決できると考

えた。しかし，英国側は，香港が英国の主権下にある以上，受降の権限も当然

英国にあるとの主張をくずさたかった。英国政府は蒋介石に対し，「英軍司令

官が蒋総統の代理として，この英国領で受降を行なうべきだとの提案について

は，残念ながらこれを受け入れることはできない。英国政府は中国及ぴ米国代

表の参加を歓迎する。」“9〕と述べた。

　　「受降権移譲」の問題についても，英中間の折り合いは全くづかなかった。

　中国側の「受降権移譲」の提案には，香港の主権が中国にあるとの主張が暗

に含まれており，現時点で香港の中国への返還が実現できたい以上，今後の香

港返還要求のひとつの布石とたることが期待されていた。このようた危険た提

案を英国が受け入れるはずはなかった。

　結局，トルーマンは蒋介石の譲歩に同情は示したものの，蒋を支援するよう

な何らの措置もとらなかった。
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　8月24日，マッカーサー将軍が，香港の日本軍は英軍司令官に降伏せよとの

命令を出すよう大本営にメッセージを送ったと発表された。そして同じ日に，

蒋介石も「連合国間の誤解を招かないように，香港での降伏を受け入れるため

の軍隊を送ることはしたい」と発表した。しかし，25日には，r他の租借地が次

々に中国に返ってきた今，九竜（新界）も例外ではあり得ない」と宣言した㈹。

　トルーマン大統領への妥協案のなかでも，r英国のr香港島』再占領」とい

う表現で，「新界」が「香港」全体の中に含まれないとの中国の立場を慎重に打

ち出しているように，最終的には英国による割譲地「香港島」と「九龍」の再

占領はやむを得ないとしても，「新界」返還べの道は閉ざしてはならないとの

考慮が，蒋介石にはあったようである。また，蒋介石がr受降権移譲」に最後

まで固執したのは，「香港の主権を持っ中国の立場をくずさたい範囲での最大

限の譲歩であった」のと同時に，東北・華北地区で，日本軍降伏受け入れの態

度を示した中国共産党の行動を阻止する意味で，絶対に譲れない問題であった

からである。

　当初の中国側の目的は，香港を国民党軍が占領することで，香港返還要求へ

の米国の支持を得ることにあった。しかし，米国が英国側の主張に同調したこ

とによって，この当初の目的は脆くも崩れ去り，結局，中国の香港返還要求

の試みは，完全に失敗したのである。

　英国は9月2日のミズーリ号上での日本の正式な降伏調印が迫って，ようや

く投降接受の委託を中国から受ける形を承認した‘51〕。

　9月16日，香港での受降式が行なわれ，ハーコート少将が日本軍の投降を接

受したが，調印式においては，蒋介石についての言及は一言もなく，中国側

が，香港の受降を，「蒋総統のもとに行なわれた降伏のうちのひとつ」として，

記録したに過ぎなかった㈱。つまり，「受降権移譲」に対する英国側の承認を

示すような行動は，調印式においては，一切とられなかったのである。

　蒋介石は，香港の返還を要求したところで，それを実行に移すだけの力を持

っていなかった。一方，英国は国民政府の無力さを熟知しており，その主張を

耳ざわりなものとして，無視することができたのである。
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　結　　ぴ

　太平洋戦争は，英国の勢力を香港から駆逐するとともに，中国の香港返還要

求実現へのまたとない好機として働いた。米国大統領ローズヴェルトは，門戸

開放原則及ぴ大西洋憲章の精神に基づいて，不平等条約撤廃のための交渉に着

手することを決定し，英国も．それに同意させられた。しかし，英国にとって，

中国との新条約の締結は直轄植民地としての香港の地位に変更を加えるもので

はなかった。また，米英ソ間で結ばれたヤルタ秘密協定は，米国の伝統政策か

らの全面的た後退であり，ローズベルトが香港の中国への返還を強く望んでい

たとはいえ，ソ連に中国における権益を認めたことによって，その要求の根拠

を失ってしまう。さらに，香港における日本軍降伏受け入れをめぐって，英中

間に抗争が展開されたが，新大統領トルーマ1ソは，中国側の要求を受け入れ

ず，結局英国の既得権益を認めてしまった。こうして，太平洋戦争期に訪れた

中国への香港返還実現の好機も，米・英・ソ大国間のパワーゲームのなかで，

押しっぷされていったのである。
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